
商品の原産国に関する不当な表示 

 

（昭和４８年１０月１６日公正取引委員会告示第３４号） 

 

 不当景品類及び不当表示防止法（昭和三十七年法律第百三十四号）第四条第三号の規定

により、商品の原産国に関する不当な表示を次のように指定し、昭和四十九年五月一日か

ら施行する。 

 

商品の原産国に関する不当な表示 

 

１ 国内で生産された商品についての次の各号の一に掲げる表示であつて、その商品が国

内で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められる

もの 

 一 外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示 

 二 外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示 

 三 文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示 

２ 外国で生産された商品についての次の各号の一に掲げる表示であつて、その商品がそ

の原産国で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認め

られるもの 

 一 その商品の原産国以外の国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの

表示 

 二 その商品の原産国以外の国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示 

 三 文字による表示の全部又は主要部分が和文で示されている表示 

備考 

１ この告示で「原産国」とは、その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が

行なわれた国をいう。 

２ 商品の原産地が一般に国名よりも地名で知られているため、その商品の原産地を国名

で表示することが適切でない場合は、その原産地を原産国とみなして、この告示を適用

する。 

 


